
奈良県における

県域水道一体化の取組

令和６年１２月

奈良県広域水道企業団

１ 奈良県の上水道の現状



給水人口と水需要 （注）企業団構成団体の集計値

給水人口の減少に伴い、有収水量（＝給水収益）も減少

○古い水道管路（耐用年数(40年)以上）
の割合（奈良県全体）は、全国平均
より高く、老朽化は進んでいる

古い水道管の割合は全国平均より高く、老朽化は進んでいる

水道施設の老朽化 （注）企業団構成団体の集計値



水道事業に携わる職員 （注）企業団構成団体の集計値

熟練職員の退職などにより、年々減少

１

こうした課題は、市町村単独で対処するには

極めて困難

連携して広域で対処（県域水道一体化）に向け、

平成３０年度から県と関係市町村とで検討を開始



２ これまでの歩み

時 期 取 組 内 容

Ｈ29年10月 県・市町村サミット 「県域水道一体化の目指す姿と方向性」 提示

R元年10月 水道法の一部改正

Ｈ30年４月 県域水道一体化検討会 発足（県・関係市町村等の部局長・課長）

Ｒ３年１月 「水道事業等の統合に関する覚書」 締結
（県・２７市町村・奈良広域水質検査センター組合の長）

・Ｒ７年度からの事業統合
・統合時に水道料金統一（基本） 等

合意
事項

８月 奈良県広域水道企業団設立準備協議会 発足
→ Ｒ６年１１月までに１２回開催

協議会の下に 実務者による作業部会等、首長による検討部会 設置

→ 計１７０回以上開催

Ｒ６年３月 第９回協議会 一体化後の大枠に合意
（組織体制、統合後の統一水道料金、施設整備計画等）

７月 第11回協議会 企業団規約案・基本計画改定案に合意

９～10月全関係団体の９月議会 企業団設立のための議案 可決

１０月１６日 総務大臣へ 設立許可申請 11月１日 許可・設立

Ｒ５年２月 第６回協議会 基本計画の策定、基本協定の締結（２６団体の長）



３ 奈良県の水道広域化の特徴

〇経営主体は企業団（一部事務組合（特別地方公共団体））

〇構成団体は 県と２６市町村

経営主体・組織

〇構成団体が連携して企業団運営
・全構成団体の長で重要事項を協議する運営協議会の設置

・企業団議会の議員は全構成団体の議会から選出 など

本部は田原本町宮古

県、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、

御所市､生駒市、香芝市、宇陀市、平群町、三郷町、斑鳩町、

安堵町、川西長、三宅町、田原本町、高取町、明日香村､上牧町、

王寺町、広陵町、河合町、吉野町、大淀町、下市町



統 合 の 形 態

〇統合形態は事業統合

組織
管理

・事業管理

・財務 など

水道事業

認可
料金体系

すべてを一体化

施 設 整 備

〇水道施設の広域化に対する財政支援を受け、
積極的に推進
・国より交付金（事業費の１／３。統合から１０年間）

・県からも、国の交付金と同額の財政支援（本県独自）

〇次の３つの観点から施設整備を推進

水需要の将来見通し
に応じた機能を確保

老朽化対策を
着実に推進

バックアップ機能
を確保

基幹管路の耐震適合率

現状（Ｒ３年実績）
統合３０年後見通し

４８．２％

８１．０％

７０．２％（平均）
単独経営の場合

統合時 将来(最終)

１４ ８

主要浄水場の集約



水 道 料 金

〇統合時に料金統一（基本）（令和７年４月から）
（経過措置、一部地域の別料金設定あり）

〇各市町村が単独経営を続ける場合よりも
将来の料金上昇を抑制

統合時 将来

単独経営の場合よりも、
将来の料金上昇を抑制

統合時に料金統一（基本）
（水準抑制）

〇料金水準は、５年ごとに、財政の健全性が確保できるよ
う設定されたものであるかを検討。期間中も毎年度、
財政健全性に支障が生じていないか確認（規約に明記）

奈良県広域水道企業団の使命

県と関係市町村が広域で連携して、
〇老朽化対策等による施設の強靱化と
〇必要な収入を確保して財政基盤の強化
を図り、

安全で安心な水道水を将来にわたって
持続的に供給


